
議案第９２号 

 

川崎市とどろきアリーナ条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市とどろきアリーナ条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和４年 ９ 月 ２ 日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市とどろきアリーナ条例の一部を改正する条例 

川崎市とどろきアリーナ条例（平成７年川崎市条例第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

別表の１施設専用利用料の表中備考以外の部分を次のように改める。 

１ 施設専用利用料 

種  別 

金  額 

午 前 午後１ 午後２ 夜 間 全 日 

9時～12時 
0時10分～ 

3時10分 

3時20分～ 

6時20分 

6時30分～ 

9時30分 

9時～ 

9時30分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

メ
イ 

アマチ

ュアス

ポーツ 

に利用

する場

合 

入場料

を徴収

しない

場合 

20,160円 20,160円 20,160円 20,160円 70,580円 

入場料

を徴収

する場

合 

80,660円 80,660円 80,660円 80,660円 282,330円 

 

 

 

 

興行に

利用す

る場合 

403,330円 403,330円 403,330円 403,330円 1,411,660円 

 

  第２５条中「同条第５項若しくは第６項」を「同条第６項若しくは第７項」

に改める。 

（川崎市建築基準条例の一部改正） 

第３条 川崎市建築基準条例（昭和３５年川崎市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

第６１条第２項中「第８６条の４第１項」を「第８６条の４」に改める。 

第６２条中「第８５条第５項又は第６項」を「第８５条第６項又は第７項」

に改める。 

（川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例の

一部改正） 

第４条 川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条

例（平成２８年川崎市条例第８９号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条中「第８５条第５項又は第６項」を「第８５条第６項又は第７項」

に改める。 

  第１２条中「第８６条の４第１項」を「第８６条の４」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

  

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴い、関係条例の整理を行うため、この条例を制定

するものである。 



ン
ア
リ
ー
ナ 

 

 

 

その他

の催物

に利用

する場

合 

 

 

 

 

 

 

 

見本市、

商品展

示会そ

の他こ

れらに

類する

ことに

利用す

る場合 

201,660円 201,660円 201,660円 201,660円 705,830円 

集会、

式典そ

の他に

利用す

る場合 

100,830円 100,830円 100,830円 100,830円 352,910円 

サ
ブ
ア
リ
ー
ナ 

入場料

を徴収

しない

場合 

全面 13,440円 13,440円 13,440円 13,440円 47,050円 

半面 6,720円 6,720円 6,720円 6,720円 23,520円 

入場料を徴収

する場合 
40,330円 40,330円 40,330円 40,330円 141,160円 

 体育室１ 3,360円 3,360円 3,360円 3,360円 11,760円 

 体育室２ 3,360円 3,360円 3,360円 3,360円 11,760円 

 研修室１ 4,030円 4,030円 4,030円 4,030円 14,110円 

 研修室２ 4,030円 4,030円 4,030円 4,030円 14,110円 

 楽屋１ 1,340円 1,340円 1,340円 1,340円 4,700円 

 楽屋２ 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 3,520円 

 楽屋３ 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 3,520円 

 選手控室１ 1,340円 1,340円 1,340円 1,340円 4,700円 

 選手控室２ 1,340円 1,340円 1,340円 1,340円 4,700円 

 選手控室３ 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 3,520円 

 選手控室４ 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 3,520円 

 役員室１ 670円 670円 670円 670円 2,350円 

 役員室２ 670円 670円 670円 670円 2,350円 

 別表の１施設専用利用料の表備考第２項中「５割相当額」の次に「（１０円

未満の端数は、切り捨てる。）」を加える。 



別表の２設備専用利用料⑴メインアリーナの設備専用利用料の表中「５５，

０００円」を「５６，０１０円」に、「２，２００円」を「２，２４０円」に、

「５，５００円」を「５，６００円」に、「４４，０００円」を「４４，８１

０円」に、「３３，０００円」を「３３，６１０円」に改める。 

別表の２設備専用利用料⑵その他の設備専用利用料の表中「１，６５０円」

を「１，６８０円」に、「１，１００円」を「１，１２０円」に、「２，２０

０円」を「２，２４０円」に改める。 

別表の３冷暖房設備及び照明設備専用利用料の表中「２８，６００円」を「２

９，１２０円」に、「９，９００円」を「１０，０８０円」に、「４，４００

円」を「４，４８０円」に、「２，２００円」を「２，２４０円」に、「１，

１００円」を「１，１２０円」に改める。 

別表の４個人利用料の表中「６６０円」を「６７０円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利

用料金については、なお従前の例による。 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

  

とどろきアリーナの利用料金の上限額を改定するため、この条例を制定する

ものである。 

ン
ア
リ
ー
ナ 

 

 

 

その他

の催物

に利用

する場

合 

 

 

 

 

 

 

 

見本市、

商品展

示会そ

の他こ

れらに

類する

ことに

利用す

る場合 

201,660円 201,660円 201,660円 201,660円 705,830円 

集会、

式典そ

の他に

利用す

る場合 

100,830円 100,830円 100,830円 100,830円 352,910円 

サ
ブ
ア
リ
ー
ナ 

入場料

を徴収

しない

場合 

全面 13,440円 13,440円 13,440円 13,440円 47,050円 

半面 6,720円 6,720円 6,720円 6,720円 23,520円 

入場料を徴収

する場合 
40,330円 40,330円 40,330円 40,330円 141,160円 

 体育室１ 3,360円 3,360円 3,360円 3,360円 11,760円 

 体育室２ 3,360円 3,360円 3,360円 3,360円 11,760円 

 研修室１ 4,030円 4,030円 4,030円 4,030円 14,110円 

 研修室２ 4,030円 4,030円 4,030円 4,030円 14,110円 

 楽屋１ 1,340円 1,340円 1,340円 1,340円 4,700円 

 楽屋２ 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 3,520円 

 楽屋３ 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 3,520円 

 選手控室１ 1,340円 1,340円 1,340円 1,340円 4,700円 

 選手控室２ 1,340円 1,340円 1,340円 1,340円 4,700円 

 選手控室３ 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 3,520円 

 選手控室４ 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 3,520円 

 役員室１ 670円 670円 670円 670円 2,350円 

 役員室２ 670円 670円 670円 670円 2,350円 

 別表の１施設専用利用料の表備考第２項中「５割相当額」の次に「（１０円

未満の端数は、切り捨てる。）」を加える。 


